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青
森
県
告
示
第
百
二
十
五
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
条

の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
二
十
六
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
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年
三
月
五
日
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名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

休
止
年
月
日

板
垣
歯
科
医
院

弘
前
市
大
字
蔵
主
町
二
の
七

平
成
��

･

��･

�

居

宅

介

護

事

業

者

居

宅

介

護

事

業

所
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る
事
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所
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在

地

居
宅
介
護
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業
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所
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指

定

年
月
日
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い
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ぎ
訪
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看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
株
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会
社

弘
前
市
大
字
南
大

町
一
丁
目
一
一
の

三

訪
問
看
護

ひ
い
ら
ぎ
訪

問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
南
大

町
一
丁
目
一
一
の
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平
成
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青
森
県
告
示
第
百
二
十
七
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
二
十
八
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ

せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
二
十
九
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護

機
関
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活

保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
三
十
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
五
日
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介
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森

弘
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字
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屋
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二
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平
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主
た
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所
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更
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弘
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市
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沢
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
開
催

林
業
種
苗
法

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号)

第
十
条
第
三
項
第
三
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
一
年
度
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
林
業
種
苗
法
施
行
令

(

昭
和
四
十
五
年
政
令
第
百
九
十
四
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
の
日
時
及
び
場
所

二

講
習
科
目

１

種
苗
に
関
す
る
法
令

２

種
苗
の
産
地
及
び
系
統
に
関
す
る
事
項

３

種
苗
の
生
産
技
術
に
関
す
る
事
項

三

受
講
者
の
資
格

青
森
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、
生
産
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
又
は
生
産
事
業
に
従
事
し

よ
う
と
す
る
者

四

受
講
手
続

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
会
開
催
の
十
日
前
ま
で
に
、
受
講
申
込
書
に
必
要
な
事

項
を
記
入
し
、
受
講
手
数
料
と
し
て
一
万
四
千
円
相
当
額
の
青
森
県
収
入
証
紙
を
受
講
申
込
書
に

添
え
て
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

五

講
習
終
了
証
明
書
の
交
付

講
習
終
了
証
明
書
は
、
す
べ
て
の
講
習
科
目
を
受
講
し
た
者
に
限
り
交
付
す
る
。

六

そ
の
他

受
講
に
関
し
て
不
明
な
点
が
あ
る
と
き
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
森
林
整
備
グ
ル
ー
プ

(

電
話
青
森
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
五
二
二)

へ
問
い
合
せ
る
こ
と
。

大
間
港
臨
港
地
区
の
区
域
の
案
の
縦
覧

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
間
港

の
臨
港
地
区
を
定
め
た
い
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
臨
港

地
区
の
区
域
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
は
、
当
該
臨
港
地
区
の
区
域
の
案
が
港
湾
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に

適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
そ
の
事
実
を
具
し
て
国
土
交
通
大

臣
に
申
し
出
て
、
当
該
臨
港
地
区
の
区
域
の
案
の
変
更
を
港
湾
管
理
者
に
求
め
る
こ
と
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
五
日

大
間
港
港
湾
管
理
者

青

森

県

代
表
者

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

臨
港
地
区
の
区
域
の
案

１

場
所

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
根
田
内
、
字
細
間
、
字
大
間
、
字
下
手
道
、
字
割
石
及
び
字
大

間
平
の
各
一
部

２

区
域

�

根
田
内
地
区

次
の
各
基
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
基
点
一
か
ら
三
三
〇
度
二
五
分
三
八
秒
に
引
い
た
線
、

基
点
二
三
か
ら
三
〇
一
度
〇
五
分
三
八
秒
に
引
い
た
線
及
び
水
際
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。

基
点
一

下
道
三
角
点(

北
緯
四
一
度
三
一
分
〇
二
秒
東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
九
秒)
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家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

�

上
北
郡
七
戸
町

平
成

��･

�･

��

開

催

日

時

場

所

年

月

日

講

習

時

間

所

在

地

会

場

平
成
二
十
二
年
三
月
二

十
五
日

(
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か
ら
三
二
二
度
五
四
分
一
〇
秒
九
一
七
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二

基
点
一
か
ら
七
四
度
四
八
分
三
九
秒
一
二
三
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
八
八
度
一
二
分
〇
七
秒
一
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
一
一
七
度
一
〇
分
三
二
秒
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
五

基
点
四
か
ら
一
三
〇
度
四
七
分
〇
九
秒
六
五
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
六

基
点
五
か
ら
四
一
度
五
九
分
〇
六
秒
六
八
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
七

基
点
六
か
ら
三
二
〇
度
三
九
分
四
四
秒
一
〇
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
八

基
点
七
か
ら
二
二
二
度
〇
〇
分
一
一
秒
二
七
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
九

基
点
八
か
ら
二
三
八
度
〇
八
分
一
八
秒
一
四
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
〇

基
点
九
か
ら
二
二
九
度
三
七
分
四
七
秒
三
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
一

基
点
一
〇
か
ら
二
四
九
度
〇
四
分
五
六
秒
七
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
二

基
点
一
一
か
ら
二
八
九
度
一
六
分
一
五
秒
七
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
三

基
点
一
二
か
ら
三
〇
二
度
三
三
分
一
五
秒
二
四
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
四

基
点
一
三
か
ら
三
一
三
度
三
〇
分
四
七
秒
一
一
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
五

基
点
一
四
か
ら
七
四
度
四
三
分
一
九
秒
五
六
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
六

基
点
一
五
か
ら
五
七
度
四
三
分
〇
八
秒
一
一
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
七

基
点
一
六
か
ら
三
三
度
三
二
分
〇
七
秒
二
二
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
八

基
点
一
七
か
ら
二
一
度
三
八
分
四
六
秒
一
六
一
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
九

基
点
一
八
か
ら
四
一
度
三
一
分
二
八
秒
七
〇
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
〇

基
点
一
九
か
ら
五
三
度
三
二
分
〇
八
秒
一
七
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
一

基
点
二
〇
か
ら
一
三
一
度
一
一
分
〇
九
秒
三
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
二

基
点
二
一
か
ら
五
〇
度
二
四
分
三
七
秒
五
二
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
三

基
点
二
二
か
ら
三
五
六
度
一
八
分
四
四
秒
二
七
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�

大
間
地
区

次
の
各
基
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
基
点
一
か
ら
三
〇
一
度
〇
五
分
三
八
秒
に
引
い
た
線
、

基
点
三
四
か
ら
二
七
六
度
三
八
分
五
八
秒
に
引
い
た
線
及
び
水
際
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
た

だ
し
、
河
川
区
域
を
除
く
。

基
点
一

下
道
三
角
点(

北
緯
四
一
度
三
一
分
〇
二
秒
東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
九
秒)

か
ら
三
五
一
度
〇
一
分
二
九
秒
一
〇
九
六
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二

基
点
一
か
ら
三
九
度
三
六
分
三
九
秒
一
八
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
二
九
度
〇
六
分
二
二
秒
九
二
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
一
六
度
〇
〇
分
四
〇
秒
四
八
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
五

基
点
四
か
ら
三
九
度
一
〇
分
二
七
秒
六
一
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
六

基
点
五
か
ら
五
九
度
一
九
分
四
六
秒
一
一
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
七

基
点
六
か
ら
九
二
度
一
四
分
三
七
秒
四
八
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
八

基
点
七
か
ら
一
五
二
度
四
二
分
四
三
秒
六
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
九

基
点
八
か
ら
一
一
一
度
四
九
分
四
五
秒
三
八
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
〇

基
点
九
か
ら
一
八
八
度
三
六
分
四
四
秒
五
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
一

基
点
一
〇
か
ら
六
三
度
三
七
分
三
三
秒
二
四
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
二

基
点
一
一
か
ら
三
四
二
度
〇
三
分
三
七
秒
二
九
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
三

基
点
一
二
か
ら
六
九
度
五
五
分
一
二
秒
四
二
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
四

基
点
一
三
か
ら
一
五
七
度
〇
六
分
一
二
秒
三
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
五

基
点
一
四
か
ら
六
六
度
一
六
分
五
〇
秒
二
五
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
六

基
点
一
五
か
ら
三
三
五
度
二
三
分
一
五
秒
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
七

基
点
一
六
か
ら
七
三
度
五
三
分
〇
八
秒
一
二
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
八

基
点
一
七
か
ら
一
二
一
度
一
九
分
一
九
秒
一
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
九

基
点
一
八
か
ら
五
九
度
〇
三
分
〇
四
秒
四
三
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
〇

基
点
一
九
か
ら
一
〇
三
度
四
七
分
二
三
秒
一
一
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
一

基
点
二
〇
か
ら
八
度
三
五
分
二
一
秒
一
二
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
二

基
点
二
一
か
ら
三
四
度
一
二
分
〇
六
秒
五
六
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
三

基
点
二
二
か
ら
二
六
度
三
七
分
五
五
秒
七
五
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
四

基
点
二
三
か
ら
八
度
一
五
分
一
七
秒
一
〇
〇
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
五

基
点
二
四
か
ら
四
度
四
八
分
二
四
秒
三
四
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
六

基
点
二
五
か
ら
三
五
一
度
四
六
分
〇
〇
秒
二
九
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
七

基
点
二
六
か
ら
二
五
度
〇
六
分
四
八
秒
六
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
八

基
点
二
七
か
ら
三
三
八
度
二
三
分
一
七
秒
六
一
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
九

基
点
二
八
か
ら
二
五
二
度
二
五
分
二
八
秒
二
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三
〇

基
点
二
九
か
ら
三
三
九
度
〇
七
分
四
七
秒
四
九
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三
一

基
点
三
〇
か
ら
二
七
三
度
四
〇
分
二
七
秒
六
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三
二

基
点
三
一
か
ら
三
一
九
度
〇
七
分
〇
四
秒
二
九
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三
三

基
点
三
二
か
ら
三
二
七
度
〇
二
分
三
二
秒
二
二
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三
四

基
点
三
三
か
ら
五
四
度
二
四
分
三
七
秒
三
五
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�

割
石
地
区

次
の
各
基
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
基
点
一
か
ら
二
七
八
度
〇
四
分
一
七
秒
に
引
い
た
線
、
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基
点
一
三
か
ら
二
五
八
度
二
二
分
〇
二
秒
に
引
い
た
線
及
び
水
際
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。

基
点
一

日
和
山
三
角
点

(

北
緯
四
一
度
三
一
分
五
四
秒
東
経
一
四
〇
度
五
四
分
三
六

秒)

か
ら
三
三
〇
度
四
三
分
四
一
秒
一
三
六
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二

基
点
一
か
ら
二
度
二
五
分
一
七
秒
六
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
二
七
七
度
〇
九
分
五
四
秒
三
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
〇
度
五
九
分
三
〇
秒
一
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
五

基
点
四
か
ら
二
七
七
度
二
三
分
〇
九
秒
八
三
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
六

基
点
五
か
ら
一
四
度
四
二
分
〇
一
秒
六
六
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
七

基
点
六
か
ら
三
一
度
二
七
分
〇
一
秒
一
六
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
八

基
点
七
か
ら
一
三
度
四
七
分
四
八
秒
七
六
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
九

基
点
八
か
ら
三
五
四
度
〇
八
分
五
九
秒
三
四
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
〇

基
点
九
か
ら
三
三
五
度
一
〇
分
三
〇
秒
七
五
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
一

基
点
一
〇
か
ら
三
二
九
度
三
〇
分
三
五
秒
二
八
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
二

基
点
一
一
か
ら
三
一
五
度
四
二
分
四
三
秒
二
八
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
三

基
点
一
二
か
ら
三
三
八
度
三
四
分
五
一
秒
七
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�

烏
の
間
地
区

次
の
各
基
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
基
点
一
と
基
点
二
〇
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
区
域
。

基
点
一

日
和
山
三
角
点

(

北
緯
四
一
度
三
一
分
五
四
秒
東
経
一
四
〇
度
五
四
分
三
六

秒)

か
ら
三
五
八
度
一
四
分
二
三
秒
一
〇
三
九
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二

基
点
一
か
ら
三
〇
六
度
二
三
分
四
三
秒
一
一
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
三
三
七
度
一
〇
分
三
〇
秒
三
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
六
七
度
一
〇
分
三
六
秒
四
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
五

基
点
四
か
ら
三
三
七
度
三
一
分
三
七
秒
九
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
六

基
点
五
か
ら
五
七
度
四
五
分
一
五
秒
一
六
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
七

基
点
六
か
ら
一
四
五
度
五
一
分
五
六
秒
五
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
八

基
点
七
か
ら
一
二
六
度
二
三
分
五
八
秒
七
九
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
九

基
点
八
か
ら
二
四
度
〇
四
分
二
九
秒
九
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
〇

基
点
九
か
ら
三
〇
五
度
〇
九
分
二
〇
秒
一
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
一

基
点
一
〇
か
ら
三
四
度
〇
〇
分
〇
三
秒
二
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
二

基
点
一
一
か
ら
四
〇
度
三
〇
分
一
七
秒
三
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
三

基
点
一
二
か
ら
四
二
度
五
一
分
〇
三
秒
二
二
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
四

基
点
一
三
か
ら
二
〇
度
四
二
分
五
一
秒
一
三
三
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
五

基
点
一
四
か
ら
三
五
一
度
三
一
分
二
七
秒
一
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
六

基
点
一
五
か
ら
三
五
九
度
五
二
分
三
九
秒
一
〇
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
七

基
点
一
六
か
ら
八
九
度
一
八
分
三
五
秒
二
二
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
八

基
点
一
七
か
ら
一
八
一
度
五
三
分
二
五
秒
六
二
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
九

基
点
一
八
か
ら
一
九
一
度
五
三
分
一
七
秒
四
七
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
〇

基
点
一
九
か
ら
二
一
九
度
五
一
分
一
四
秒
一
一
七
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

一
二
・
九
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

二

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

下
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

三

縦
覧
期
間

平
成
二
十
二
年
三
月
五
日
か
ら
同
月
十
九
日
ま
で

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

収

用

委

員

会

公
示
送
達

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
決

青 森 県 報������	
� �� 第3207号�

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る
地
域
の

名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

下
北
郡
東
通
村
大
字
小
田
野
沢
字
中
川
目
五

五
の
二
の
一
部

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
一
の
三

東
京
電
力
株
式
会
社

� �
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書
の
正
本
を
送
達
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
送
達
を
行
う
。

平
成
二
十
二
年
三
月
五
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

送
達
す
べ
き
裁
決
書
の
名
称

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
五
日
付
け
裁
決
書

二

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

送
達
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

一
の
裁
決
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も

そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

そ
の
他

一
の
裁
決
書
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
を
経
過
し
た
時
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

別
表

青 森 県 報平成22年３月５日 金曜日 第3207号 �

氏
名

住
所

備
考

(亡
)
木
村
多
吉
の
法
定
相
続
人

持
分
30240分

の
42

須
藤
篤

神
奈
川
県
横
浜
市
鶴
見
区
東
寺
尾
一
丁
目
34

番
８
号

寺
尾
グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ
103号

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


